
会近、
香時

普八十八老事瓦読

自由化と目本貿易ーー …・・・回目回目・・…・・松 井 清 1 

明治前期の「国立銀行」

における減価償却(承前〕・ ... i'hi 寺貞男 26 

ドイツ独占確立期における

自己金融と決算政策付....・ H ・.....回目・・・津 守 常 弘 01 

日本地主制と農本主義・・ー ・・・・回目目・坂 井 好 郎 67 

昭和三十六年十一月

草 郡太智経済事奮



明
治
前
期
の
「
同
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
一
広
前
)

第
八
十
八
巻

第
五
号

一」ノ、

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

|
|
明
治
減
価
償
却
史
研
究

E
|
|

一品一

寺

貞

男

前
回
に
沿
い
て
詳
論
し
た
よ
う
に
家
屋
の
減
価
償
却
は
明
治
八
年
上
主
季
に
第
一
国
立
銀
行
と
第
四
国
立
銀
行
に
お
い
て
際
始
さ
れ

T
。
ぞ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
わ
が
国
に
お
け
る
減
価
償
却
白
発
端
で
も
あ
っ
た
が
、
モ
の
後
明
治
九
年
八
月
に
改
正
国
立
銀
行
条
例
が

公
布
芳
れ
る
ま
で
第
一
期
の
国
立
銀
行
で
減
価
償
却
を
は
じ
め
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「
東
京
日
日
新
聞
」
に
公
告

さ
れ
た
第
五
国
立
銀
行
の
明
治
八
年
上
半
季
の
「
第
四
回
上
半
季
報
告
」
か
ら
明
治
九
年
下
半
季
の
「
第
七
回
ノ
報
告
書
」
ま
叫
を
調

ベ
τみ
る
と
、
当
行
は
明
治
九
年
下
半
季
K
た
っ
て
は
じ
め

τ
「
常
業
用
地
所
家
屋
代
ノ
内
償
却
一
五

0
0」
主
計
上
し
て
恒
る
。

こ
の
よ
う
に
第
一

-
第
四
国
立
銀
行
で
は
じ
め
ら
れ
た
減
価
償
却
実
践
は
、
モ
の
後
一
年
半
を
へ
て
や
っ
と
第
五
国
立
銀
行
へ
波
及

し
た
(
第
二
国
立
銀
行
に
つ
い
て
は
不
明
)
が
、
以
下
し
ば

b
く
明
治
八
年
上
半
季
か
ら
明
治
九
年
下
半
季
ま
で
の
減
価
償
却
実
施
状
況
を

第
一
国
立
銀
行
寺
中
心
と
し
て

i
l第
四
国
立
銀
行
は
あ
と
に
ま
わ
す

l
lみ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
(
第
四
表
参
照
)

第
一
国
立
銀
行
は
「
考
課
状
」
の
説
明
に
よ
る
と
、
明
治
八
年
上
半
季
に
は
じ
め
て
「
家
屋
砕
築
入
費
即
千
営
業
用
戻
し
入
ハ
l
滅



価
償
却
ハ
ト
シ
テ
金
三

T
円

ブ
〔
利
詣
金
ヨ
リ
〕
引
去
り
」
純
益
金
主
算
定
し
、
「
右
計
算
ノ
中
営
業
用
ニ
引
去
リ
タ
ル
分
ハ
本
支
庖

家
屋
建
築
ノ
費
用
十
六
万
二
千
二
百
円
ノ
一
克
人
工

γ
テ
此
元
金
ハ
素
ヨ
リ
不
動
ノ
財
産
一
一
候
件
共
其
年
月
ヲ
経
ル
ニ
従
ヒ
自
然
損
傷
λ

へ
ク
随
テ
価
格
モ
低
減
月
ヘ
キ
二
付
追
々
利
益
金
ノ
内
ヨ
リ
引
去
リ
常
業
用
一
五
高
ヲ
減
少
可
致
旨
取
締
役
之
ヲ
決
議
ジ
向
後
毎
半

季
多
少
其
高
ノ
戻
ジ
入
可
相
立
見
込
一
一
候
」
と
今
後
定
期
的
に
減
価
償
却
を
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
償

却
計
画
通
り
、
明
治
八
年
下
半
季
(
こ
の
季
か
ら
国
立
銀
行
貸
借
対
照
表
の
形
式
が
一
般
式
か
ら
英
国
式
と
た
る
)
に
は
「
家
屋
建
築

借
入
費
戻
ジ
入
ト
ジ
テ
金
壱
万
三
千
五
百
円
・
ヲ
〔
利
益
金
ヨ
り
〕
引
去
リ
」
、
つ
づ
い
て
明
治
九
年
L
L
半
季
(
己
の
季
か
ら
新
聞
公

止

h
D
各
国
立
銀
行
「
損
益
勘
定
」
の
形
式
が
「
利
益
処
分
計
算
書
」
型
と
た
る
)
に
な
る
と
、
「
営
業
用
戻
γ
入
ト
シ
テ
金
壱
万
五
千

円
ヲ
〔
純
益
金
中
ヨ
リ
〕
引
去
h
」
、
減
価
償
却
が
哨
領
さ
れ
た
わ
け
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
右
営
業
用
畏
V
入
戸
敢
テ
一
時
ユ
要
求
ス
ル
モ
ノ
ナ
ヲ
サ
レ
戸
迫
々
純
読
金
中
幾
分
ヲ
以
テ
毎
季
之
ヲ
繰
艮
兄
へ
キ
コ
ト
ナ
レ
ト

そ
当
季
ノ
利
益
計
算
ノ
如
キ
一
月
ノ
予
算
ヨ
リ
モ
幾
分
超
過
ヲ
毘
候
-
一
付
前
条
ノ
額
ヲ
戻
ジ
入
候
見
込
一
一
候
」

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
第
一
国
立
銀
行
は
利
益
金
の
大
小
に
応
じ
て
減
価
償
却
を
計
上
し
た
が
、
か
か
る
利
益
比
例
減
価
償
却
は
前

向
に
も
指
摘
し
土
よ
う
に
「
必
用
ノ
支
陪
又
ハ
屋
宅
等
ノ
詑
築
費
ハ
都
テ
銀
行
年
々
ノ
諸
経
費
ト
ジ
テ
之
ヲ
仕
払
」
う
と
い
う
明
治
六

住
六
月
一
九
日
の
「
第
一
一
同
立
銀
行
利
益
金
配
当
〔
l
分
配
〕
定
則
」
と
矛
盾
す
る
の
で
、
明
治
九
年
七
月
一
六
日
の
第
一
国
立
銀
行
第

八
回
株
主
集
会
に
お
い

τ、
つ
ぎ
に
引
用
寸
る
よ
う
に
右
の
利
話
金
配
当
安
則
を
改
正
し
、
純
益
金
〔
1
利
益
金
〕
白
一
五
分
の
一
を
家

毘
の
減
価
償
却
に
あ
て
る
乙
と
を
惟
認

L
t。

「
第
三
一
〔
の
改
正
案
こ

利
益
金
配
当
定
則
ヲ
改
定
月
可
キ
事

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
正
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
人
巻

第
五
号

七



明
治
前
期
の
「
国
立
拙
行
」
に
和
け
る
開
制
償
却
(
承
前
)

第一国立銀特財務諸表白抜華第四表
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是
ハ
従
前
ノ
制
、
例
ヘ
ハ
半
季
ノ
純
益
金
ヲ
以
テ
銀
行
株
金
高
一
一
対
γ
年
壱
割
以
上
ニ
出
レ
ハ
其
育
分
ノ
拾
ヲ
別
段
積
金
ト
ナ
シ
テ
之

ヲ
銀
行
ニ
貯
蓄
V
置
キ
、
又
其
百
分
ノ
拾
七
ヲ
役
員
賞
与
ノ
配
当
一
一
充
テ
、
嗣
γ
テ
其
金
額
ヲ
四
項
-
一
区
別
V
以
テ
之
ヲ
支
給
ス
、
今

其
制
ヲ
廃
γ
、
更
一
一
左
ノ
方
法
-
一
改
定
ス
可
γ
、
例
へ
ハ
半
季
ノ
総
防
定
-
一
於
テ
諸
経
費
ヲ
引
去
リ
(
貸
金
ノ
滞
リ
ア
レ
ハ
其
低
当

〔
リ
貸
倒
引
当
金
〕
ヲ
引
去
ル
〕
純
益
金
拾
万
ナ
レ
ハ
、
其
拾
五
分
ノ
一
、
即
千
金
六
千
七
百
円
ヲ
営
業
財
地
所
家
作
代
ノ
戻
シ
入
ト
ナ

シ
、
残
リ
金
九
万
三
千
三
百
円
此
ノ
拾
分
ノ
一
即
千
九
千
三
百
円
ヲ
別
段
積
金
f
ナ
ジ
、
又
其
残
り
金
八
万
四
千
円
此
百
分
ノ
拾
也
則

チ
金
壱
万
四
千
三
百
円
ヲ
役
員
賞
与
配
当
ニ
ー
充
テ
、
其
残
リ
金
六
万
九
千
七
百
円
ヲ
株
高
ニ
応
ジ
テ
割
賦
配
当
兄
可
ジ

〔

中
略

此
改
正
ノ
三
件
ハ
渋
沢
〔
栄
二
氏
立
案
ノ
通
異
議
ナ
キ
旨
ヲ
述
タ
り
」
(
傍
点
古
寺
)

右
の
よ
う
な
「
第
-
国
立
銀
行
利
益
金
配
当
定
則
」
の
改
正
に
つ
づ
き
、
明
治
九
年
九
月
一
二
日
に
は
さ
ら

J

に
、
同
年
八
月
一
日

K

公
布
さ
れ
た
改
正
問
寸
銀
行
条
例
を
「
遵
奉
シ
、
当
銀
行
ヲ
創
立
ス
ル
為
メ
、
其
株
主
等
協
議
ノ
上
決
定
見
ル
所
ノ
」
定
款
は
、
そ
れ

一
日
決
定
の
原
始
定
款
に
は
た
か
っ
た
「
利
益
金
分
配
ノ
事
」
と
い
う
条
項
を
新
た
に
設
け
、
そ
こ
で
つ
ぎ

ま
で
の
明
治
六
年
六
月

の
よ
ろ
に
純
益
舎
の
一
五
分
の
一
を
減
価
償
却
に
あ
て
る
己
と
を
再
確
認
し
た
。

「

第
三
十
六
条

当
銀
行
ノ
総
勘
定
ハ
毎
年
同
度
?
一
間
英
正
算
〔
H

決
茸
〕
ヲ
為
γ
、
全
体
ノ
殖
益
金

(
U収
益
〕
ヨ
リ
一
切
ノ
諸
経
費
ヲ
引
去
リ
其
純

益
金
ヲ
現
ハ
ジ
一
月
七
月
ノ
総
会
-
一
於
テ
明
瞭
一
一
之
ヲ
報
告
γ
、
間
シ
テ
其
配
当
割
合
ハ
左
ノ
定
限
ヲ
以
テ
ス
可
シ

純
益
金
高
十
有
分
ノ
一
営
業
用
拙
所
家
作
ノ
戻
入

是
ハ
地
所
家
作
ノ
代
価
時
制
ノ
半
簡
一
一
抵
ル
迄
ヲ
目
的
ト
シ
テ
此
戻
シ
入
ヲ
為
ス
ヘ
シ

明
治
前
期
の
「
国
立
探
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

五

第
王L

号

ブL



明
治
前
期
の
「
国
立
銀
釘
」
に
指
け
る
械
価
償
却
(
一
市
前
)

第
八
十
八
巻

一』/、

第
五
号

( 
」

差
引
残
益
金
高
十
分
ノ

別
段
積
金

是
ハ
株
高
ノ
二
割
一
一
抵
ル
迄
ヲ
巨
的
ト
ジ
テ
積
立
ヲ
為
ス
ヘ
シ
、
尤
モ
其
定
限
-
一
満
レ
ハ
更
↑
一
衆
議
ノ
上
増
積
粒
立
ノ
コ

1
ヲ
決

マ
ハ
ヘ
ジ

又
差
引
残
益
金
高
百
分
ノ
十
七

諸
役
員
配
当
金

是
ハ
利
益
金
賞
与
配
当
定
則
一
一
従
テ
之
ヲ
配
与
ス
ヘ
シ

差
引
残
高

総
株
高
(
配
当

右
計
算
中
何
分
ノ
幾
何
ト
定
ム
ル
ヨ
リ
シ
子
生
ス
ル
処
ノ
端
数
ハ
四
捨
五
入
ノ
決
ヲ
以
テ
百
円
末
満
ノ
高
ハ
之
ヲ
切
捨
ツ
へ
シ

第
三
十
七
条

非
常
ノ
変
災
等
-
一
テ
臨
時
ノ
費
用
ア
レ
ハ
別
段
積
立
金
ノ
内
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ル
コ
ト
ア
ル
へ

γ
ト
雌
モ
、
通
常
家
屋
ノ
山
内

I

自
繕
又
ハ
一
}
凶

器
具
ノ
冗
入
費
ハ
都
テ
銀
行
年
々
ノ
諸
経
費
1
V
テ
之
ヲ
仕
払
ヒ
此
積
立
金
ヲ
費
消
ス
可
ラ
ス
」

(
傍
点
高
寺
〕

こ
う
し
て
翌
季
す
を
わ
ち
明
治
九
年
下
半
季
に
は
右
の
定
款
の
規
定
に
し
た
が
い
「
山
田
業
用
家
具
ノ
償
却
ト

γ
テ
〔
什
器
代
価
山
金
壱

償
却
ト
ジ
テ

万
円
ヲ
〔
利
益
金
ヨ
リ
〕
差
引
」
き
、
「
純
益
金
拾
七
万
千
廿
弐
円
拾
三
銭
二
厘
」
の
「
拾
五
分
一
即
壱
万
四
百
円
ヲ
常
業
用
家
作
土
蔵
ノ

〔
純
益
金
己
リ
〕
差
引
」
い
た
。
た
だ
し
、
用
語
だ
け
は
定
款
中
の
「
戻
〔
シ
〕
入
」
と
い
う
用
語
を
使
わ
ず
、
ぞ
れ
に

代
え
て
「
償
却
」
と
い
う
現
代
用
語
を
使
用
し
士
。
と
の
点
に
つ
い
て
、
片
野
教
授
は
「
「
償
却
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
大
蔵
省
用

語
と

L
て
早
く
か

b
用
い
ら
れ
た
が
、
会
社
決
算
報
告
上
に
こ
の
肘
語
が
現
わ
れ
た
の
は
、
ζ

の
時
が
最
初
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
亡
い
る
。

ω
「
京
一
旦
日
日
新
聞
」
明
治
八
年
七
月
三
一
日
〔
第
一

O
八
↑
号
〕
、
明
治
九
年
二
月
七
日
[
第
一
二
四
七
号
〕
、
明
治
九
年
八
月
二
日
〔
第
一
三
九

七
号
〕
、
明
治
一

O
年
二
月
一
二
日
〔
第
一
五
五
五
号
〕
ロ

ω
日
木
銀
行
調
荘
局
編
集
・
土
屋
喬
雄
監
修
『
日
本
金
融
史
資
料
認
編
・
第
三
巻
』
昭
和
二
二
年
、
附
録
、
六
五
頁
。



川

w
右
岡
、
附
婦
、
六
五
頁
。

判
明
治
ハ
年
一
二
月
に
大
蔵
省
紙
幣
寮
よ
り
翻
訳
補
足
の
上
刊
行
さ
れ
た
『
担
行
情
記
精
法
』
に
示
さ
れ
た
「
書
体
第
二
」
申
り
「
香
港
上
海
銀

行
ノ
身
代
及
ヒ
負
債
ノ
抜
書
」
(
貸
借
対
照
表
)
の
形
式
は
一
般
式
で
あ
り
、
借
方
に
資
産
、
貸
方
に
資
本
・
負
債
・
〔
損
益
勘
定
〕
目
配
さ
れ
て

い
た
ロ
(
『
日
本
金
融
史
資
料
理
編
・
第
五
巻
』
昭
和
三
一
年
、
七
二
五
頁

J
Z、
『
精
主
の
刊
行
と
同
時
に
大
蔵
省
が
作
成
・
交
付
し
た

「
国
立
銀
行
定
期
報
告
差
出
方
規
則
」
も
「
銀
行
半
季
実
際
報
告
〔
貸
借
対
照
表
]
ハ
備
方
ハ
則
チ
銀
行
ノ
資
産
権
利
ニ
シ
テ
貸
方
ハ
則
チ
銀

行
ノ
負
憤
義
務
ナ
リ
」
(
「
明
治
財
政
史
・
第
十
三
巻
」
明
治
三
八
年
、
六
一
一
一
ニ
l
l
六
三
四
頁
U

と
一
般
式
を
と
っ
て
い
た
。

京
教
授
は
「
こ
の
形
式
の
出
所
を
案
ず
る
に
蓋
し
こ
れ
、
時
の
雇
教
師
英
人
「
ア

L
レ
ン
シ
ャ
ン
ド
」
氏
の
銀
行
簿
記
教
授
中
に
臨
胎
し
た
る

も
の
た
る
べ
く
、
而
し
て
右
英
国
条
例
〔
一
八
六
二
年
去
社
法
〕
発
布
と
、
我
国
の
銀
行
条
例
公
布
と
は
恰
も
同
年
な
る
所
よ
り
考
ふ
る
と
き
は
、

同
外
国
人
の
指
導
し
た
る
形
式
は
、
正
し
く
英
闘
に
て
右
条
例
発
布
以
前
に
普
通
行
は
れ
し
も
の
に
係
り
、
彼
の
所
調
「
ス
コ
ヴ
ト
ラ
ン
ド
」
式

〔
一
般
式
〕
に
依
り
た
る
も
の
之
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
(
東
関
五
郎
『
商
業
会
計
・
第
一
輯
』
第
三
版
、
大
正
三
年
、
六
頁
)
と
説
明
し
て
い
る
。

だ
が
、

ζ

の
説
明
は
筆
者
が
傍
点
を
付
し
た
個
所
を
取
除
い
て
は
じ
め
て
正
確
ー
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
立
担
行
条
例
が
公
布
さ
れ
た
明
治
五
年

(
一
八
色
二
年
)
は
明
ら
に
イ
ギ
リ
ヌ
会
社
法
制
定
よ
り
十
年
あ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
多
分
、
車
教
肢
は
七
二
年
を
六
二
年
と
読
み
ち
が
え

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
)
だ
L

と
す
る
と
、
タ
キ
ン
ド
は
英
国
式
を
は
じ
め
て
採
用
し
た
一
八
六
二
年
イ
ギ
り
ス
会
社
法
の
附
属
雛
形
三
一
一
一
号
(
久
一
目
。
ロ
ミ

H
W
P
ロ
仏
司
mw
仲
間
o
E
'
民
一
。
一
骨
芸
人
Auho
怠
五
五
向
一
同
な

H
u
s
s
2
b
N
S
R
N
S
恥
同
。
s
q
Q
H
口
h
N
U
3
~
v
N
G
S
F
Z
σ
当

J
E
H
W
H
C
(
)
F

唱
。
由
)
を
知
ら
な
か
っ
た

か
、
ま
た
は
知
っ
て
い
て
も
故
直
に
英
国
式
を
と
ら
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
一
般
式
は
長
く
続
か

F
、
明
治
八
年
下
半
季
か
ら
主
人
図
式
に
転
化
し
た
。
こ
の
形
式
転
化
は
「
各
銀
行
毎
月
半
季
実
際
報
告
諒
利
益
金
割

合
報
告
罫
表
等
lZ
義
従
来
相
用
候
書
式
ニ
テ
ハ
検
査
之
節
銀
行
元
帳
エ
突
合
方
等
一
小
便
之
厳
不
-
少
」
(
『
日
本
金
融
史
資
料
詩
編
・
第
三
巻
』
四
六

一
買
)
左
心
理
由
マ
明
治
七
年
一

O
月
に
政
立
さ
れ
士
報
告
罫
去
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
第
四
・
第
五
衰
に

し
め
し
た
よ
う
に
第
一
-
第
四
知
行
の
明
治
八
年
下
半
季
考
課
状
附
属
貸
借
苅
照
表
か
ら
英
国
式
に
い
っ
ぜ
い
に
切
挟
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

と
同
時
に
「
東
京
円
日
新
聞
」
に
公
告
さ
れ
た
第
四
国
立
銀
行
「
第
四
回
半
季
報
告
」
(
「
東
示
日
日
新
聞
」
明
治
九
年
一
月
二
九
日
〔
第
一
二
四

O

号
〕
お
よ
び
第
五
同
立
鶴
行
「
第
五
回
報
告
」
(
「
東
京
日
日
新
聞
」
明
治
九
年
二
月
七
日
〔
第
一
二
四
七
号
〕
)
の
貸
借
対
照
表
も
英
同
式
に
な
ら

い
、
資
産
の
都
を
「
貸
方
」
負
債
、
資
本
の
部
を
「
借
方
」
し
乙
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
公
告
貸
借
対
照
表
に
お
け
る

明
治
前
期
の
「
国
立
組
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
ケ
車
前
〉

第
八
十
八
巻

七

第
五
号



明
治
前
期
の
「
国
立
龍
一
付
」
に
お
け
る
械
佃
償
却
(
承
前
い
一

第
八
十
八
番

ノ又

第
五
号

英
国
式
呼
称
へ
心
転
化
は
第
一
目
立
担
行
で
は
半
年
お
く
れ
た
u

と
い
う
わ
け
は
、
第
一
国
立
銀
行
で
は
明
治
七
年
」
半
季
実
際
報
告
(
「
東
京
日

日
新
聞
」
明
治
七
年
七
月
二
二
日
〔
第
七
四
九
号
〕
、
『
第
一
銀
行
史
・
上
巻
」
昭
和
一
ニ
一
年
、
四
五
四
四
五
九
頁
)
か
ら
貸
方
・
借
方
と
い
う
用

語
の
代
り
に
「
渡
シ
方
」
「
受
ヶ
方
」
と
い
う
用
語
を
慣
用
し
、
明
治
八
年
下
半
季
「
第
五
回
報
告
」
(
「
東
京
日
日
新
聞
」
明
治
九
年
一
月
三

C
日

〔
第
一
一
二
三
一
号
じ
に
な
っ
て
も
そ
の
平
易
な
用
語
を
す
て
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
九
年
上
半
季
「
第
六
回
報
告
」
(
「
東
京
日

日
新
聞
」
明
治
九
年
七
月
一
一
一
一
日
〔
第
一
三
八
八
号
じ
か
ら
英
国
式
の
呼
称
に
変
っ
て
い
る
。

な
お
、
明
治
九
年
上
半
季
の
新
聞
公
告
か
ら
、
第
一
国
立
銀
行
は
損
益
勘
定
の
収
益
・
費
用
白
部
を
あ
ら
わ
す
用
語
と
し
て
「
入
方
」
「
出
方
」

を
用
い
、
ま
た
第
五
国
立
銀
行
も
司
手
白
「
第
六
四
報
骨
」
か
ら
「
入
ノ
部
」
「
出
ノ
部
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
だ
し
た
。
片
野
教
授
に
よ
る
と
、。

こ
の
「
呼
方
は
明
治
6
年
恒
沢
諭
吉
「
帳
台
之
法
」
の
中
に
訳
者
福
沢
諭
吉
町
注
記
と
し
て
「
日
本
人
一
一
分
り
品
ク
ス
ル
三
一
円
借
ノ
処
ユ
出
ト

O
 

記
シ
貸
ノ
処
一
一
入
ト
記
ジ
フ
バ
説
家
ヨ
リ
金
カ
出
、
我
家
一
一
金
ガ
入
リ
タ
リ
ト
云
フ
考
ニ
テ
初
学
ノ
者
ニ
便
利
ナ
ラ
ノ
」
〔
初
編
、
一
、
九

l

一
口
頁
高
寺
〕
と
一
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
を
応
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
山
年
代
白
新
聞
に
公
告
さ
れ
て
い
る
国
立
銀
行
の
財
務
諸
表
に

は
〔
こ
の
〕
呼
方
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
。
」
(
片
野
一
郎
『
日
本
田
銀
行
簿
記
結
説
』
昭
和
三
一
年
、
二
三
五
頁
o
u

ω
『
日
本
金
融
史
資
料
理
網
-
第
三
巻
』
附
錦
、
七
一
頁
。

判
「
第
一
国
立
銀
行
の
明
治
9
年
上
半
季
の
公
告
損
益
勘
定
表
の
内
容
は
、
「
入
方
」
に
計
上
さ
れ
て
い
ゐ
の
は
「
当
季
純
益
金
」
左
前
半
季
繰

越
両
」
の
二
項
目
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
「
同
方
」
に
は
「
営
業
用
家
屋
代
戻
シ
入
」
'
「
諸
投
員
配
当
金
」
・
「
別
途
積
立
金
」
・
「
当
手
割
賦
金
」

・
「
後
半
季
繰
込
」
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
入
方
に
は
当
平
処
分
可
能
刺
益
額
が
一
市
さ
れ
、
出
方
に
は
そ
白
処
分
項
目
と
そ
の
金
額
が
示

さ
れ
、
そ
の
計
算
は
損
益
計
算
で
は
な
く
利
益
処
分
計
算
と
な
っ
た

G

か
く
て
、
第
一
一
回
立
銀
行
D
損
益
計
算
表
は
、
明
治
8
年
上
半
季
で
は
当
期

損
位
計
算
兼
利
益
処
分
計
諦
を
内
容
之
し
て
い
た
が
、
明
治
9
年
上
半
季
に
は
当
期
損
詩
計
算
を
完
全
に
払
拭
し
、
単
に
損
益
計
算
の
結
果
た
る
当

期
純
利
誌
と
前
期
繰
越
利
益
を
受
取
っ
て
こ
れ
を
処
分
す
る
計
算
を
内
容
と
す
る
も
の
に
一
変
し
た
。
明
治
9
年
上
半
季
の
第
五
国
立
銀
行
の

公
A

口
「
損
益
計
算
表
」
〔
で
も
〕
第
一
国
立
銀
行
の
場
合
と
全
く
同
じ
構
造
上
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
」
(
片
野
、
前
掲
害
、
一
回
一
一
一
四

回
頁
。
〕
こ
の
よ
う
に
明
治
九
年
土
半
季
の
新
聞
公
告
に
は
じ
め
て
出
現
し
た
「
利
益
処
分
計
算
書
型
」
公
告
損
益
計
草
表
は
、
「
銀
行
帯
一
記
精
法
』

の
「
書
体
第
二
」
中
の
「
香
港
上
海
銀
行
損
泣
勘
定
書
」
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
九
年
八
月
の
国
立
銀
行
条
例
改
正
後
に
設
立

さ
れ
た
各
国
立
銀
行
で
は
右
の
形
式
に
し
た
が
い
損
詩
勘
定
を
公
告
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。



M
W

『
白
本
金
融
市
民
資
料
詩
編
第
三
巻
』
附
録
、
八
六
頁

Q

川
何
本
の
知
る
が
ぎ
り
、
第
一
国
立
銀
行
で
「
一
年
間
ノ
損
益
ヲ
按
算
」
し
て
損
孫
子
算
を
た
て
た
の
は
、
明
治
八
年
八
月
一
目
白
「
第
一
国
立
鋸
行

向
後
営
業
一
一
什
資
本
金
使
用
方
怯
並
損
益
概
算
」
(
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
龍
門
社
嗣
『
渋
沢
栄
一
伝
一
記
資
料
・
第
四
巻
』
昭
和
三

O
年
、
一
七
七

一
七
八
頁
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
九
年
一
月
。
損
益
予
算
は
第
二
回
り
も
り
と
思
わ
れ
る
。

ω
『
目
本
金
融
史
資
料
詩
編
第
三
巻
L

附
礎
、
八
六
頁
。

ω
右
岡
、
四
四
頁
。

M
W

『
渋
れ
栄
一
伝
記
資
料
・
第
四
巻
』
二
二
九
頁
。

ゆ
『
日
本
金
融
史
資
料
理
編
・
第
三
巻
』
五
七
二
王
七
一
一
一
頁
。

同
『
渋
沢
栄
一
伝
記
貸
料
・
第
四
巻
』
二
五
百
一
頁
。

同
『
日
本
金
融
史
資
料
開
聞
編
』
附
録
、
一
一

O
頁

O

M
W

片
野
、
前
掲
書
、
一
一

O
l
一
一
一
員
。

四

前
章
の
末
日
出
に
引
用
し
た
よ
う
に
片
野
教
授
は
会
社
決
算
報
告
上
に
「
償
却
」
と
い
う
用
語
が
現
わ
れ
た
り
は
第
一
国
立
銀
行
の
明

治
九
年
下
半
季
「
第
七
回
考
課
状
」
が
最
初
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
亡
い
る
が
、
は
た
し
亡
事
実
は
教
授
の
言
葉
通
り
に
な
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は

「
会
社
決
算
報
告
」
を
財
務
諸
表
(
具
体
的
に
は
「
考
謀
状
L

附
属
の

「
半
季
利
益
金
割
合
報
告
」
と
さ
ら
に
新
聞
公
告
白
「
損
益
勘
定
」
)
自
体
に
限
定
す
る
場
合
と
財
務
諸
表
附
属
説
明
書
(
具
体
的
に
は

「
考
課
状
」
に
お
け
る
計
算
事
項
の
説
明
)
を
も
含
め
て
考
え
る
場
合
と
で
は
、
違
っ
た
も
の
と
な
る
。

そ
こ
で
、
順
序
は
逆
と
友
る
が
、
後
者
白
財
務
諸
表
附
属
説
明
書
を
各
国
立
銀
行
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
驚
く
べ

明
治
前
期
白
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
〈
示
前
)

第
八
十
八
番

ブL

第
五
号



日三'*[B/i'Iいず:一一
日?ケア山

明
治
前
期
の
「
国
立
融
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
京
前
)

第四国立銀行財務諸表の抜輩

金五百円

考|備

営業用ノ内消却

第五表

第
八
」
l

入
者

。
第
五
号

巨ヨ

(01 p.267. 

さ
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
第
五
回
立
銀
行
は
明

治
六
年
下
半
季
の
「
第
一
考
課

状
」
で
「
創
業
願
中
重
久
佐
平

l
A
宅
ヲ
東
京
枝
庖
ト
定
メ
シ
一
一

去
ル
十
二
月
八
日
類
焼
セ
リ
此

諸矢
雑 耗
主主且
等 創
償、業
却、入
ノ費
道 開
株庖
主マ
ー テ

I司ノ

叶
出
意
ヲ
煩
ハ
シ

都
合
壱
刀

候')ノ五
」諸、千

五五 入、三
占費、百

| ヲ・王
両悉、拾
穴皆、弐
)償・刊
と却、八

函イ・拾
!tt 夕、七
ごシ、銭

と
い
た
つ
用
語
を
使
い
、
つ
づ
H

τ
明
治
七
年
上
半
季
の
「
第

二
考
課
状
」
で
は
「
束
末
及
ヒ

鹿
児
島
校
宿
建
築
入
費
ハ
未

タ
造
営
中
妹
二
当
半
季
純
援
金



モ
微
微
タ
ル
カ

ι

へ
ニ
右
枝
白
山
此
築
斉
整
ノ
上
此
入
費
高
ヲ
本
年
後
半
季
ヨ
リ

γ
テ
返
債
ノ
途
ヲ
訟
ケ
漸
々
之
ヲ
償
却
イ
タ
ス
へ
グ

侯」

(
傍
点
両
寺
)

L

ど
枝
庖
建
設
入
費
の

「
償
却
」

計
画
を
宣
言
し
亡
い
た
。
(
こ
の
償
却
計
画
が
、
前
回
に
わ
い
て
川
引
用
し
た
ア
l

ラ
ン
・
シ
ャ
ン
ド
が
明
治
八
年
三
月
の
「
束
京
第
一
国
立
銀
行
報
告
書
」
中
で
お
こ
左
ヮ
た
減
価
償
却
に
関
す
る
勧
告
よ
り
も
十
カ
月

も
前
に
、
立
て

b
れ
た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
友
け
れ
ば
な
ら
左
い
が
、
モ
れ
が
実
現
さ
れ
た
の
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
ず
っ

と
h
d

〈
れ
、
明
治
九
年
下
半
季
に
も
仏
つ
て
は
じ
め
て
「
第
七
回
ノ
報
告
書
L

の
「
損
益
勘
定

償
却
〔
ト
ン
三
一
五

0
0」
が
計
上
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
)

出
方
」
に
「
営
業
用
地
所
家
屋
代
ノ
内

つ
ぎ
に
財
務
諸
表
自
体
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
明
治
七
年
下
半
一
季
に
「
金
二
千
百
拾
三
円
七
拾
三
銭
〔
ノ
〕
創
業
入
貨
梢
判
明
」

(
時
点
尚
寺
)
を
計
上
し
た
第
四
国
立
銀
行
は
、
以
後
第
五
表
に
み
b
れ
る
よ
う
に
固
定
資
産
に
づ
い
て
も
「
消
却
」
と
い
っ
用
語
を

使
用
し
つ
づ
け
て
い
る
。

と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
臼
時
の
財
務
諸
表
附
属
説
明
書
で
は
「
営
業
用
償
却
ト
シ
テ
金
千
刊

(
明
治
九
年
下
半
季
に
も
財
務
諸
表
自
体
で
も
多
分
「
消
却
」
と
い
う
刷
語
を
使
っ
て
い
た
の
で
は
た
い
か

ヲ
差
引
折
」
と
「
償
却
」
と
い
う
用

語
hz
用
い
て
い
た
。
)

以
上
試
み
た
考
証
か

b
、
つ
ぎ
の
よ
う
左
結
論
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ)

わ
が
国
で
財
務
諸
表
附
属
説
明
書
に
お
い
て
は
じ
め
て
固
定
資
産
に
つ
い
て
「
償
却
」
と
い
う
用
語
が
あ
ら
わ
れ
た
り
は
、
第

五
国
立
銀
行
の
明
治
七
年
上
半
季
「
第
二
考
謀
状
」
で
あ
っ
た
。

(2) 

第
四
国
立
銀
行
は
明
治
八
年
上
半
季
以
来
財
務
諸
表
自
体
に
お
W
て
固
定
資
産
に
つ
い
て
「
消
却
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て

、A

戸-。、昼、

し
v
争
ト
ふ

μ

「
償
却
」
と
い
う
別
語
が
財
務
諸
表
自
体
の
中
に
は
じ
め
て
出
現
し
た
の
は
明
治
九
年
下
半
季
に
お
け
る
第
一
悶
立
銀

行
「
半
季
利
益
割
合
報
告
」
と
第
孟
国
立
銀
行
「
損
益
勘
定
」
で
あ
ヲ
た
。

明
治
前
期
の
「
国
立
親
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
ハ
承
前
〉

第
八
十
八
巻

第
五
号

五



明
袖
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

第
五
号

ノ、

(3) 

各
国
立
銀
行
は
減
価
償
却
を
開
始
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
あ

b
わ
す
用
語
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
「
戻
グ
入
L

却
」
を
使
用
し
て
き
た
が
、
明
治
九
年
下
半
期
に
入
る
と
「
償
却
」
と
い
う
用
語
へ
統
一
さ
れ
る
き
ざ
し
が
あ

b
わ
れ
た
。

「
消
却
」

「

1官
( 

こ

の
動
さ
は
後
述
す
る
工
う
に
、
明
治
九
年
九
月
に
大
蔵
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
翌
年
六
月
に
若
干
D
修
正
を
加
え
て
各
国
立
銀

行
に
交
付
き
れ
た
「
国
立
銀
行
報
告
井
出
方
規
則
」
に
治
い

τ
「
所
有
物
償
却
」
と
い
う
呼
方
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
と
決
し

τ無

関
係
で
は
な
い
。
)

と
己
ろ
干
、

こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
償
却
」
と
い
ろ
用
語
に
統
一
さ
れ
る
動
告
が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
第
一
国
立

銀
行
は
「
艮
γ
入
」
第
四
国
立
銀
行
は
「
消
却
」
第
荒
国
立
銀
行
は
「
償
却
L

と
い
う
具
合
に
各
行
で
そ
れ
ぞ
れ
無
政
府
的
に
使
わ
れ

で
い
た
諸
用
語
に
当
時
に
お
け
る
減
価
償
却
観
が
あ
る
程
度
ま
で
統
一
的
に
反
映
さ
れ

τ
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
会

計
主
体
の
会
計
認
識
は
h

つ
で
も
会
計
用
語
に
反
映
す
る
も
白
で
は
な
い
。
む
し
ろ
会
計
肘
語
を
い
く

b
吟
味
し
て
も
、
モ
れ
を
用
い

て
い
る
会
計
主
体
の
会
計
認
識
が
探
り
だ
也
市
た
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
会
計
手
続
が
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
た
時
期
に
そ

れ
を
あ

b
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
た
諸
用
語
は
、
そ
の
多
元
性
を
も
ヮ
て
モ
の
当
時
に
お
け
る
会
計
主
俸
の
会
計
認
識
を
明
確
な
形
で
は

在
い
に
し
ろ
表
現
し
で
い
る
場
合
が
決
し
て
少
な
く
は
友
い
の
で
あ
る
。
そ
し

τ、
こ
こ
に
指
摘
し
た
こ
と
は
明
治
J

初
年
に
使
わ
れ
た

「
償
却
L

「
反
し
入
」
「
消
却
L

と
い
う
一
連
の
用
語
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。

私
の
考
証
に
よ
れ
ば
、

「
償
却
」
と
い
う
用
語
は
、
モ
れ
が
我
国
で
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
当
時
に
は
、
費
用
金
償
う

(
2
4
0
吋
吾
。

。川内官。ロ
ωσω

。
吋
の
。
ω門
的

)

と
い
う
こ
と
と
元
金
を
返
債
ま
士
は
償
還
す
る
こ
と
争
と
も
に
意
味
寸
る
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
W
た
。
前

者
の
費
用
を
補
う
意
味
に
用
い
ら
れ
た
例
証
と
し
て
は
、
き
さ
に
引
用
し
た
第
五
国
立
銀
朽
「
第
一
考
一
課
状
」
中
心
「
諸
入
費
ヲ
悉
梓

償
却
イ
タ
ジ
候
」
と
い
う
文
言
以
外
に
、
政
府
会
計
に
沿
い
て
「
我
邦
最
」
制
ノ
別
途
会
計
法
〔
特
別
会
引
法
〕
」
ノ
山
口
」
正
い
わ
れ
る
明
治



九
年
九
月
六
日
に
木
政
官
達
を
も
一
コ
て
定
め
ら
れ
た
「
各
庁
作
業
費
区
分
及
受
払
規
則
」
第
六
条
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

作
業
費
ト
シ

7
交
付
七
シ
原
額
ノ
内
興
業
費
〔
器
械
ノ
購
入
装
置
及
家
作
建
築
等
総
テ
創
業
↑
属
ス
ル
諸
費
〕
ハ
払
切
ノ
例
ニ

拠
リ
粘
算
シ
漸
次
実
検
ヲ
経
7
済
備
只
ル
一
一
随
ヒ
益
金
ノ
幾
分
ヲ
以
テ
興
業
ノ
費
用
ヲ
償
却
ス
ル
等
ノ
方
法
ヲ
設
立
見
へ
キ
T

雌
モ
順

序
創
設
ノ
際
ナ
レ
ハ
姑
ク
各
庁
ノ
便
宜
一
一
任
ス

「
第
六
条

」

(
傍
占
高
寺
〕

他
方

「
償
却
」
と
い
う
用
語
は
、
第
五
国
立
銀
行
「
第
二
考
謀
状
に
「
入
費
高
ブ
本
年
後
半
季
ヨ
り
シ
テ
返
債
ノ
途
ヲ
設
ケ
漸

ル
ペ
之
ヲ
償
却
イ
タ
ス
へ
グ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
元
金
ノ
返
債
ま
た
は
償
還
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
友
使
い
方
の
他
の
例
と
し
て
は
明
治
一

O
年
七
月
六
口
に
太
政
官
達
主
も
っ

τ定
め
ら
れ
た
「
作
業
費
出
納
条
例
」
第
一
条
「
作
業

費
用
概
旨
ノ
事
」
に
治
け
る
「
凡
ソ
作
業
-
一
一
属
ス
ル
費
途
ハ
一
切
之
レ
ヲ
作
業
費
l
称
シ
開
業
-
一
際
シ
其
資
本
金
額
ヲ
定
メ
以
テ
営
業

百
般
ノ
事
款
ヲ
弁
理
ジ
而
ジ
ナ
該
業
ノ
収
入
ブ
以
テ
資
本
へ
償
還
シ
剰
ル
金
額
ヲ
益
金
}
シ
樹
ニ
消
費
ス
ル
処
ノ
金
額
ヲ
漸
次
償
却
ス

ベ
よ
そ
ノ
、
ス
」

(
樺
d
m

高
一
さ
と
い
う
規
定
を
あ
げ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
号
、

さ
て
、
右
に
引
用
し
た
規
定
が
そ
う
で
あ
る
上
う
に
「
償
却
L

と
い
う
用
語
は
モ
の
二
つ
の
語
義
の
い
ず
れ
か
-
方
に
偏
し
て
使
わ

れ
る
場
合
よ
り
も
、
二
フ
の
語
義
を
と
も
に
含
ん
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
第
四
国
立
銀
行
が
使
っ
た
「
消
却
」

と
い
う
用
語
は
消
耗
し
た
固
定
資
本
を
補
う
怠
味
に
重
点
が
か
か
っ
て

b
p、
他
と
較
J

、
れ
ば
よ
り
近
代
的
用
法
に
近
か
っ
た
。
他
方
、

第
一
一
国
立
銀
行
が
使
っ
た
「
戻
ジ
入
」
と
い
う
用
語
は
固
定
資
本
に
た
い
す
る
「
元
入
金
へ
由
民
入
金
」
か
ら
き
た
も
の
で
あ
り
、
元

金
を
返
済
す
る
意
味
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
己
の
場
合
、
営
業
用
「
反
ジ
入
」
は
株
主
の
元
入
金
に
た
い
す
る
反
対
給

付
と
し
て
の
配
当
支
払
と
同
視
さ
れ
て
い
た
白
で
は
な
い
。
た
し
か
に
営
業
用
「
戻
シ
入
」
は
利
益
処
分
項
日
に
お
か
れ
て
い
た
が
、

モ
れ
は
年
々
損
消
す
る
固
定
資
本
元
入
金
の
保
全
の
た
め
に
利
益
の
一
部
主
留
保
し
て
お
〈

T
続
に
ほ
か
な
ら
在
か
っ
た
。
事
実
、
国

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
L

に
お
付
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
ー
↑
人
巻

第
五
号

七



明
治
前
期
目
「
国
立
担
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
〔
承
前
)

凹

ノに

第
五
号

第
八
十
八
巻

立
銀
行
に
お
け
る
減
価
償
却
は
、
さ
を
に
引
用
し
た
第
一
国
丘
銀
行
の
定
款
で
も
そ
う
で
あ
ッ
た
よ
う
に
、
法
定
積
立
金
た
る
別
段
積

金
、
役
員
賞
与
金
お
よ
び
配
当
に
優
先
す
る
利
益
処
分
項
目
と
し

τ取
扱
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
減
価
償
却
は
当
時
に
あ
っ
て
は
純
粋
在
費
用
項
目
と
し

τも
ま
た
純
粋
な
利
益
処
分
項
日
と
し
て
も
認

識
さ
れ
ず
、
両
者

ω性
格
を
か
ね
主
な
え
た
中
間
的
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ

τ
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
H
木
金
融
史
資
料
認
編
・
第
三
巻
』
凹
心
三
頁
。

右
岡
、
附
掃
、
三
一
九
買
a

「
東
京
日
日
新
聞
」
明
治
一
口
年
二
月
一
一
一
一
日
〔
第
一
五
主
五
号
〕
。

『
日
干
金
融
史
資
料
諜
嗣
・
第
三
巻
」
附
録
、
二
六
回
頁
。

右
岡
、
附
録
、
二
七
五
宜
。

『
H
本
鉄
道
史

-
t
巻
一
大
正
一
ひ
年
、
一
ハ
コ
六
頁
。

「
明
治
財
政
史
・
第
一
巻
』
明
治
三
七
年
、
九
一
一
一
頁

Q

有
岡
、
九
二
四
頁
白

太
田
哲
三
教
授
は
「
明
治
初
年
の
鉄
道
の
会
計
規
程
に
は
固
定
資
産
償
却
の
条
項
が
あ
り
、
政
府
の
出
資
金
に
よ
り
建
一
志
し
た
設
備
に
対
L
、
一

定
餌
を
年
年
償
却
し
て
之
を
政
府
に
返
還
す
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
た
。
」
(
太
田
哲
一
一
一
「
減
価
償
却
疑
義
」
商
学
研
究
門
東
京
商
大
研
究
年
報

1

6

〔
昭
和
一
八
年
一
心
月
三
一
一
頁
〉
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
治
一

O
牛
七
月
六
日
。
「
作
業
費
出
納
条
例
」
(
と
れ
は
政
府
直
営
の
事
業
場
の

外
胴
問
問
・
町
一
官
同
・
諮
問
・
一
諸
問
の
鉄
道
に
も
適
用
さ
れ
た
)
の
第
七
条
「
収
入
金
運
用
及
工
費
償
却
損
益
比
較
等
ノ
事
」
に
お
け
る
つ
ぎ

の
よ
う
な
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
凡
ソ
作
業
上
ノ
収
入
〈
営
業
資
本
該
製
作
物
ヱ
係
ル
実
費
エ
償
還
シ
剰
ル
員
額
ヲ
碕
金
ト
シ
以
テ
損
益
ヲ
計
較
ス
而
シ
テ
益
金
ハ
義
一
一
消
費
ス
ル
興

業
費
及
営
業
資
本
棋
頒
柿
填
ノ
丹
償
却
一
一
光
フ
へ
キ
コ
ト
、
ス

第

一

即

興
業
費
ハ
各
償
却
ノ
年
期
ヲ
定
メ
凡
ツ
サ
火
山
山
聖
子
ノ
保
存
年
期
ヲ
参
国
シ
テ
m
m
v
疋
ス
〔
へ
〕
シ
益
金
ヲ
以
テ
償
却
ス
ヘ
キ
コ
ト
、
ス

(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 



〔
中
略
〕

第

五

節

作
業
費
中
年
期
ヲ
以
テ
償
却
ス
へ
キ
分
ハ
各
製
作
物
品
実
費
ノ
多
嘉
一
一
応
シ
加
算
徴
収
シ
テ
之
ヲ
償
毘
ス
ル
モ
ノ
l

ス
」
(
『
明
治
肘
政
史
-
第
一

巻
』
九
二
二
九
=
三
頁
。
)

し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
に
引
用
す
る
太
同
教
授
の
文
章
中
静
点
金
利
し
た
個
所
は
「
間
も
な
く
明
治
一
心
年
七

H
に
太
政
官
達
を
も
っ
て
作
業
費
出
納

条
例
が
定
め
ら
れ
た
」
と
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
訂
疋
の
根
拠
を
も
う
一
つ
あ
げ
あ
と
、
明
治
一
八
年
春
当
時
神
戸
鉄
道
局
会

計
主
務
で
あ
っ
た
図
師
民
事
〔
披
は
明
治
八
午
前
法
請
期
間
所
開
設
と
同
時
に
入
学
、
同
九
年
中
退
し
、
明
治
一
四
年
九
月
に
同
R
E
o
-
C己
白
山
口
町
?

zo目、
3
-
q
t
h
a
c
h
h
n
E
E
F
出

吋

h
w
n
E
E四
0
5誌
の
抄
訳
『
得
一
記
法
原
理
』
を
甘
泉
堂
か
ら
刊
行
し
て
い
た
リ
|
|
西
川
孝
治
郎
「
W

・
c-
ホ
ィ
l

ニ
ー
が
伝
え
た
帯
記
」
産
業
経
理
、
昭
和
三
六
年
九
月
号
、
五
六
五
七
頁
、
参
照
〕
が
鉄
道
局
長
井
上
勝
に
提
出
し
た
「
工
部
省

酷
道
会
計
条
例
主
意
書
」
に
は
「
長
国
鉄
品
事
業
上
一
一
於
テ
施
行
ス
ル
所
ノ
会
計
法
ニ
擬
ジ
又
我
邦
現
在
ノ
情
況
ヲ
酌
量
ジ
以
テ
其
組
織
ヲ
設
立
ゼ

ン
ト
欲
ス
L

(

『
日
木
鉄
道
史
上
巻
L

六
一
一
一
頁
)
と
、
一
ー
資
本
勘
定
(
カ
ビ
タ
ル
ア
y

カ
ウ
ン
ト
)
」
(
同
上
、
六
一
四
頁
)
と
「
収
息
勘
定
(
レ
ウ
ヱ

ニ
ユ
ウ
ア
ヴ

h
ウ
γ
ト
)
」
(
同
上
、
六
一
五
頁
)
か
ら
な
る
複
会
計
制
度

2
2
z
o
m百
gd己
ω
万
吉
田
V
D
導
入
が
上
申
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

も
自
明
な
よ
う
に
、
こ
の
上
申
を
と
り
あ
げ
て
制
定
さ
れ
た
明
治
一
八
年
の
「
鉄
道
会
計
条
例
」
に
は
明
ら
か
に
械
佃
憤
釦
に
問
す
る
規
定
b
欠
け

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
固
有
鉄
道
は
明
治
J

初
年
の
国
庫
資
金
を
以
て
建
設
せ
ら
れ
た
。
当
初
そ
の
会
計
に
関
す
る
特
別
の
制
度
も
な
か
っ
た
が
、
明
治
十
八
年
に
鉄
道

会
計
条
例
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
法
樟
中
に
注
目
す
べ
き
こ
之
は
償
却
の
規
定
り
あ
る
こ
と
で
、
鉄
道
則
産
に
対
し
て
は
一
定
率
の
償
却
を
な
し
、

ご
れ
を
国
庫
に
納
什
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
国
庫
り
費
用
で
建
設
し
た
設
備
を
償
却
し
て
そ
れ
を
国
庫
に
返
付
せ
よ
と
い
う
の
で
、
償
却
と
償

還
と
が
同
意
義
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

f
(
式
出
哲
三
「
同
定
資
産
会
計
』
昭
和
二
六
年
、
二
六
頁
、
傍
点
高
寺
)

助
明
治
五
年
一
一
月
の
「
国
立
銀
行
条
例
」
第
十
三
条
「
銀
行
利
能
金
分
割
ノ
手
続
ヲ
明
ニ
ス
」
の
第
四
節
は
「
右
利
益
金
ノ
内
少
グ
ト
モ
十
分
一

以
上
ノ
高
ヲ
除
キ
置
テ
一
花
金
ノ
二
割
一
一
至
ル
マ
テ
銀
行
ノ
別
段
罰
金
ト
シ
臨
時
ノ
到
用
一
一
供
ス
へ
シ
」
(
「
明
治
財
政
史
第
十
三
巻
』
四
八
頁
〕
と

わ
が
凶
は
じ
め
て
司
法
定
積
立
金
の
制
度
を
設
け
、
施
行
規
則
た
る
「
国
立
銀
行
条
例
成
規
」
白
「
諸
務
取
扱
ノ
事
」

r
お
い
て
「
銀
行
ノ
役
人

[
H役
員
〕
ハ
勤
メ
テ
担
行
ヲ
堅
固
一
}
ナ
ス
事
ヲ
心
掛
ケ
其
元
金
ヲ
保
全
シ
其
積
金
ヲ
貯
蓄
シ
将
米
第
一
ノ
最
大
ナ
ル
銀
行
タ
ラ

γ
コ
ト
ヲ
謀
ル
へ

明
治
前
期
心
「
国
立
銀
行
に
お
け
る
減
価
似
却
〔
承
前
〉

第
八
寸
八
巻

五

第
五
号

九



明
惜
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
最
前
)

第
八
十
八
巻

ノ、

第
五
号

回。

シ
銀
行
ノ
帳
面
ヲ
衆
目
二
一
市
シ
テ
賛
称
セ
ラ
レ
諸
人
ノ
為
z

信
用
セ
ラ
レ
依
頼
セ
ラ
ル
、
ノ
策
ハ
他
ナ
シ
只
其
積
金
ヲ
多
ク
ス
ル
ニ
ア
ル
而
己
此

理
ヲ
弁
セ
ハ
韻
行
ノ
利
益
ヲ
分
割
ス
ル
ニ
臨
ミ
寧
ロ
株
主
等
ノ
望
ミ
ニ
十
分
ナ
ラ
ス
ト
モ
積
金
ヲ
多
ク
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
注
意
ス
ヘ
ジ
L

(

『
明
治
財
政
史

-
第
十
三
一
巻
』
九
八
頁
〕
と
銀
行
。
自
己
資
本
充
実
を
半
ば
強
制
し
て
い
た
ロ

五

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
改
正
国
立
銀
条
行
例
は
明
治
九
午
八
月
に
布
告
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
後
す
な
わ
ち
「
明
治
九
年
九
月
大
蔵
省

一
一
於
テ
戸
国
立
銀
行
報
告
差
出
方
規
則
ヲ
作
リ
尋
テ
十
年
六
月
之
ニ
些
少
ノ
修
正
ヲ
加
へ
当
時
開
業
主
ル
各
国
立
銀
行
〔
東
京
第
一
、

杭
浜
第
一
一
、
東
京
錦
三
、
新
協
第
四
、
京
一
品
第
五
、
福
島
第
六
、
高
知
第
七
、
豊
橋
第
八
、
山
梨
第
十
、
名
古
屋
第
十
一
、
大
阪
第
十
三
、
東
京
4
1

五、

「
以
上
十
二
行
ハ
明
治
九
年
七
月
一
日
以
降
同
年
六
月
三
十
日
マ
テ
一
周
年
間
ニ
開
業
免
状
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
壬
ノ
一
一
シ
テ
内
第
一
第
二
第
四
第
五

ノ
四
行
ハ
改
止
条
例
ノ
頒
布
セ
ラ
ル
、
ェ
及
ヒ

E
ニ
開
業
免
状
ヲ
下
村
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ナ
リ
」
〕
一
一
下
付
シ
テ
自
今
該
規
則
-
一
照
準
ス
へ
キ
旨
ヲ
達

ノ
J

同
時
エ
考
課
状
雛
形
ヲ
配
布
セ
リ
」

右
白
「
規
則
」
中
当
面
白
研
究
に
と
っ
て
最
も
関
係
の
深
い

l

半
季
利
益
金
割
合
報
告
」

(
損
益
計
算
書
兼
利
益
処
分
計
算
書
)
に

関
す
る
規
定
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
此
報
告
ハ
銀
行
ノ
損
益
ヲ
詳
明
一
一
ス
ル
モ
ノ
ニ
ジ
テ
之
ヲ
製
ス
ル
ニ
ハ
其
利
益
-
一
属
ス
ル
諸
勘
定
ヲ
該
罫
表
中
設
ク
ル
所
ノ
借
方

桁
面
各
名
称
ノ
下
ニ
登
記
シ
又
損
失
一
一
属
ス
ル
毛
ノ
ヲ
其
貸
方
桁
間
各
名
称
ノ
下
-
一
登
記
ス
ヘ
ジ
而
ジ
テ
前
半
季
繰
越
金
挫
ニ
同
滞
貨

準
備
ハ
金
利
益
繰
戻
シ
〕
等
(
若
ジ
之
ア
ラ
ハ
)
ヲ
借
方
ハ
其
標
題
ノ
下
一
一
登
記
シ
当
半
季
銀
行
所
有
物
償
却
役
員
賞
与
金
桂
一
一
後
半
季

繰
込
滞
貨
準
備
〔
金
〕
等
(
右
シ
之
ア
一
ノ
ハ
)
ヲ
貸
方
ハ
其
楳
題
ノ
下
一
一
夫
々
記
入
シ
了
リ
テ
隻
方
差
引
ヲ
ナ
ス
へ
シ
斯
ノ
如
グ
ヅ
テ
得

ル
所
ノ
残
高
ヲ
以
テ
当
半
季
純
益
金
ト
ナ
グ
此
市
川
ヨ
リ
積
立
金
詑
一
一
割
賦
余
ヲ
引
去
残
額
(
若

v
之
ア
ラ
ハ
)
ヲ
後
半
季
繰
込
金
ト
ナ



第 国式銀行明治 E年下半季利益
b 

d訟割合報告

借 )j

f第一凶表〕

国立銀行報告差出方規則の半季利
a 

益金割合報告

f昔h

本・支百
官業用家作及家具

所有物償却 |代之I有償却

前 半 季 繰 越 金|役員立与金 |諸抵当金(滞貨l1¥1

語 当〉 ||半季繰込滞貨桝 1=1)前半 季 繰 越 滞 貨 抵 !
宜与金|当 | 

前埠季滞貨準。甫; 純益金 純#令

I {積 立 : | !別段積立岩|割賦剣 |割賦似 | 
l 後半手繰込剣 | 後半季繰込 1

(叫片野一郎『日本 銀行簿記精説01 p.161の明治lC年大蔵省判定「利益金

割合報告J様式心構造という図表では. r役員賞与金」が割問金(配当金〕

のあとに位置 Lているが，これは誤りであるロ

(b) f日本金融史資料 明治大正編・第三巻』附師. pp.118-119. 

貸二庁

前半苧繰越

益

損

雑費

本支百

本 支 出失損益不1)

明
惜
前
期
の
「
国
立
輯
行
」
に
お
け
る
械
何
償
却
(
承
前
〕

貸 h

ジ
其
標
題
ノ
下
ニ
一
々
記
載
ジ
:
:
:
差
出
月
へ
ジ
J

(
傍
点
|
高

寺
)右

の
半
季
利
益
金
割
合
報
告
は
、
利
益
が
借
方
損
失
が
貸
方

に
き
て
、
損
益
臼
左
右
配
置
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
と
「
前
半

季
繰
越
金
」
の
上
下
配
列
が
「
総
益
余
」
の
上
か
ら
下
に
移
っ

た
こ
と
を
除
け
ば
、
第
一
国
立
銀
行
の
明
治
九
年
下
半
季
利
益

金
割
合
報
告
と
な
ん
ら
変
っ
た
点
は
見
出
さ
れ
な
い
。
(
第
一
図

表
参
照
)
こ
の
こ
と
は
後
者

ω
様
式
を
若
干
変
え

τ
前
者
が
作

成
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
よ
う
に
一
見
思
え
る
が
、
逆
に
解
釈
し

た
方
が
よ
り
百
四
切
で
あ
る
。
と
い
さ
わ
け
は
、
明
治
九
年
九
月

に
国
立
銀
行
報
告
差
出
方
規
定
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
同
年
下
半

季
の
決
算
報
告
ま
で
は
四
カ
月
の
期
聞
が
あ
り
、
こ
の
間
第

国
す
銀
行
は
た
ん
ら
か
の
ル

1
ト
を
通
じ
て
、
明
治
一

O
年
六

月
比
若
干
の
修
正
が
加
え

b
れ
る
前
の
国
立
銀
行
報
告
差
出
方

規
則
を
入
手
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
明
治
九
年
下
半
季
利
益

金
割
合
報
告
を
作
成
し
た
と
推
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と

す
る
と
、
第
五
国
守
銀
行
が
は
や
く
か
ら
償
却
計
画
を
立
て
て

第
八
十
八
巻

じ

第
五
月

四



〔単位円〕第 ・第四国立銀行における減価償却堤施状況第六表

明
治
前
期
の
「
国
立
強
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

一円国立錦

|所有物梢却
(たどし，計算事項o
iiI<盟主旦I壁盟12

第

備

[純益金の占]10，200 99，210 

10，090 F斤

10，600 89，010 

10，090 

410 有

10，090 

再庁第

十

回

半

季

〔明治)，1

110 
年
上

10 

11 
11 

年

止二

R斤行

斯

調

29，700 78，410 

10，O::lU 所地第
十
一
回

18，334.542 

{ 

打量E立

第
八
寸
入
巻

ノ¥

313，621 

50，444.542 

国

4，384，593 1 

254，80 I 

日，000

4，004 

家作土取

四第

創業入費消却

百川)

504 

54，80 

I1孟l

H地

ι? 

(1，213.621の内〉

300 

消却

500 

380，593 

所有物物有所f百銀

第
五
号

300 

200 

118.07 

5，500 
3，500 

20C 

300 

区日5，200 

6，448.418 

228.45 

300 

(1) 第一国立担行は『日本金融史資料，明治大正編 第三巻』附録， pp.140 

144， 174， 176， 210， 214， 2日， 2520 (2)第四国立銀行は， 同ヒ，附録，

pp.286， 287， 295-297， 304-305， 314， 315。による。



い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
は
モ
れ
を
実
行
に
移
さ
ず
、
明
治
九
年
下
半
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
減
価
償
却
を
同
始
し
た
こ
と
、

ま
た
第
一
国
立
銀
行
や
第
四
国
立
銀
行
が
減
価
償
却
を
あ
ら
わ
す
用
語
を
明
治
九
年
下
半
季
に
「
戻
ジ
入
」

へ
変
え
た
こ
と
も
、
す
べ
て
右
の
「
規
則
」
の
影
響
の
結
果
で
あ
る
と
判
断
し
て
決
し
て
誤
り
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
消
却
」
か

b
「
償
却
」

こ
の
よ
う
に
明
治
九
年
九
月
の
国
立
銀
行
報
告
差
出
方
規
則
は
第
一
・
第
凶
・
第
五
の
各
国
立
銀
行
の
会
計
に
た
い
し
て
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
が
、
当
面
白
研
究
陀
と
っ
て
よ
り
重
要
な
問
題
は
右
の
「
規
則
」
の
他
の
国
立
銀
行
へ
の
浸
透
作
胤
で
あ
る
。
よ
り
具

体
的
に
い
う
と
、
明
治
八
年
上
半
季
か

b
第
一

-
第
四
国
立
銀
行
で
実
践
さ
れ
た
き
た
減
価
償
却
が
、
右
の
「
規
則
」
に
よ
っ
て
、
明

治
九
年
八
月
の
改
正
国
立
銀
行
条
例
公
布
以
後
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
新
た
に
創
立
さ
れ
た
第
三
及
び
第
六
以
下
第
百
五
十
三
ま
で
の
各

国
立
銀
行
ハ
以
下
「
第
二
期
に
新
設
さ
れ
た
国
立
銀
行
」
と
い
う
)
に
強
制
さ
れ
た
点
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

wu
た
と
え
ば
、

右
の
「
規
則
し
の
交
付
後
半
年
を
経
た
明
治
一

O
年
ご
一
月
一
一
一
一
日
に
発
行
さ
れ
た
大
蔵
省
銀
仔
課
編
集
(
編
纂
係

l
二
等
属
遠
山
敬

止
、
七
等
属
椿
翰
、
御
用
掛
田
口
卯
吉
、
相
牒
吹
田
勘
十
郎
)
の
「
銀
行
雑
誌
」
第
士
宮
巧
は
「
客
歳
八
月
一
日
改
定
銀
行
条
例
頒
布
ぶ

来
各
土血

プJ

告良
行
ヲ

創
ずと
主主

γ 

ト

ヲ謀
7F ノレ

サ モ

ンノ
ト，)陸

L 出

絶
エ

ス

今
此
雑
誌
ヲ
発
行
エ
ル
ニ
当
リ
此
ノ
一
篇
ヲ
草
ジ
テ
以
テ
創
立
ノ
順
序

ヨ
リ
常
業
ノ
方
法
-
一
至
ル
迄
・

「
国
立
銀
行
創
立
心
得
」
と
い
う
巻
頭
文
を
の
せ
、
そ
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
、
つ
に
創
業

費
、
七
地
家
屋
利
器
の
漸
次
的
償
却
が
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
た
。

「
創
業
入
費
、
地
国
家
庭
買
入
代
、
金
庫
ノ
建
設
費
ヨ
リ
銀
行
紙
幣
ノ
製
造
費
、
諸
役
員
ノ
月
給
旅
費
其
他
諸
帖
簿
、
罫
表
-
一
至
ル

迄
ノ
営
業
入
費
二
背
ナ
資
本
金
ノ
内
ヨ
リ
支
出
メ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
実
一
一
利
用
ス
へ
キ
金
額
ノ
幾
分
ヲ
減
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
右
費
額
ノ
内

創
業
入
費
、
地
所
、
家
屋
、
金
庫
等
ノ
代
価
ハ
其
半
季
利
諮
金
中
ヨ
リ
引
去
リ
テ
一
時
ニ
戻
シ
入
ル
ヲ
要
セ
サ
レ
ト
モ
〔
漸
次
一
一
民
シ
入

レ
〕
其
他
ノ
如
キ
ハ
一
々
之
ヲ
償
却
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
又
滞
貨
ア
ル
ト
キ
ハ
其
準
備
モ
利
益
中
ヨ
リ
備
へ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
比
等
ハ
則
チ

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

四
O 

第

T
E可

四
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第七去 明治10年上半手~ll年「半苧における国主L銀行減価償却状況

「言|白玉言問瓦両|雨量f~正両主~f] I i!l i1ni flt !if百戸翻|備

|町三izlE下j日;日:J;:;;ll

(単位.Pl) 

考

|阿杭帥浜 詰二 第8阿回引|常業用地所家呈什器|川2

J本 一罪山2阻回|ド岬(碑罪吋 I "，!問;2お説出問i詰指部弘;野摂叫?詰引:引]c滑投悶与叶所耐有附附却…4.7て6:;;l口::ユよ二:;コJ:却f守主 i

東京第卜五第3回|銀行所有物 134，附却2I -1 01償却 15，000∞o 

年
tl1 草一一九 第2回|家作土蔵 fI器代価 I2，362.055 I 0 I 134.C川

l 東 京部 二十 第2回 -1 01 ー| O 1 3γO.山り

棋院第二十一|第2回 l常業用(十 器 611.673I所有物代価へ消却 I30五剖 40.783

上|凪山由て十三|別刷 If抑家屋土葬 | ?抑Z11地所家屋代相へ償却| 肌明。 180酬

』当日JI己 121互|日目ど竺| 山 i
~I 土浦第主十第 1 日|出家;地LflAご!12J4124LT| 叩:| 山!
年|横浜第七十四 I;;ro; 1凹|本一一 一 I 10叩叩 に メ引 l 

土竺型竺戸巴巴iL土竺有…七j五i…?山」雪
(仕ω1叫) 第5司D国立銀行J涼ま I常陽量銀民行二卜年史』昭和3羽0年， pp.160-16位2，

(2) その他の銀行は，上から順に， r東京日日新聞J第1688号(明治10年 7月19日)，第1726号〔明治1日年 9月 1日)， 1 
988号(明治11年 7月19日1，2013号(明治11年 8月19日 1995号〔明治11年 7月27日)， 2028号〔明治11年 9月 6日1
1993号 (明治11年 7月24日)， 2008号(明治11年 8月3日)， 2017号〔明治11年 8月23ヨ)， 2004弓(明治11年 8月 8
日)， 2136号(明治12年 1月21日)， 2137号〔明治12年 1月226)， 



銀
行
ニ
支
消
ス
ル
所
ノ
費
金
ノ
合
計
ナ
リ
之
ヲ
前
ニ
述
ル
所
ノ
利
益
中
ヨ
リ
差
引
タ
ル
残
高
山
則
千
割
賦
金
賞
与
等
ヲ
払
フ
ノ
資
金
ナ

山
」
(
傍
点

l
高
寺
)

そ
れ
で
は
、
右
の
よ
う
な
償
却
強
制
を
第
二
期
に
新
設
さ
れ
た
各
国
立
銀
行
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
む

こ
と
を
明
ら
か
陀
す
る
た
め
、
比
較
的
は
や
〈
創
設
さ
れ
た
ナ
Y

ハ
ー
の
若
い
国
主
銀
行
の
第
一
固
ま
た
は
第
一
一
回
(
第
三
国
立
銀
行

の
第
八
問
は
と
び
入
り
)
の
決
算
公
告
か
ら
と
、
も
う
一
つ
全
国
立
銀
行
一
五
三
行
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
明
治
一
二
年
上
主
主

1
i
i「明

治
九
年
ノ
下
半
季
以
来
国
立
銀
行
ノ
創
立
漸
グ
多
キ
ヲ
加
へ
十
一
年
度
(
十
一
年
七
月
ヨ
リ
十
二
年
六
月
ニ
至
ル
〕
日
一
至
リ
遂
ユ
一
一
白

四
十
有
八
ノ
多
キ
」
に
達
し
た
l
l
D
決
算
公
告
か

b
、
そ
れ
ぞ
れ
減
価
償
却
の
一
実
施
状
況
を
一
市
す
表
を
作
成
L
τ
み
る
と
、
各
国
立

銀
行
の
受
け
と
め
方
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(
第
七
表
、
第
八
古
参
照
〕
第
六
表
に
参
考
と
し
て
示
し
た
第
四
国
立
銀
行

ハ
全
グ
創
業
一
一
関
ス
ル
入
費
エ
ン
テ
営
業
用
ニ
類
以
h
」
と

の
よ
う
に
「
本
社
紙
幣
ノ
代
価
詑
押
印
入
費
株
式
券
状
新
製
代
価
等

い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
、
創
業
費
償
却
と
固
定
資
産
減
価
償
却
を
同
時
に
(
も
ち
ろ
ん
創
業
費
償
却
の
方
は
は
る
か
に
短
い
期
間
に
、

た
と
え
ば
第
四
国
立
銀
行
で
は
最
初
「
凡
二
ヶ
年
間
ニ
ジ
テ
悉
皆
償
却
ス
ヘ
キ
見
込
ナ

h
」
と
計
画
を
立
て
、
実
際
に
二
年
間
で
全
額

償
却
し
た
)
沿
乙
在
っ
た
も
り
が
第
一
白
型
に
属
す
る
。
他
方
、
第
二
の
型
に
は
、
第
八
十
一
国
立
銀
行
が
そ
の
第
二
回
決
算
報
告
中

の
「
明
治
十
二
年
上
半
季
利
益
金
配
当
ノ
事
」
で
「
銀
行
所
有
物
鈎
却
ハ
創
業
入
費
鈎
却
ノ
後
一
一
譲
ル
」
と
い
っ
て
「
銀
行
創
業
入
費

ト
ジ
テ
金
四
百
円
ヲ
引
去
」
っ
て
い
た
よ
う
に
、
創
業
費
償
却
だ
け
を
計
上
し
、
回
定
資
産
減
価
償
却
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
た
も

の
が
入
る
。

こ
白
第
二
の
州
出
の
共
型
は
第
十
五
国
立
銀
行
で
あ
る
。
当
行
は
明
治
一

O
年
五
月
一
八
日
決
定
の
定
款
第
三
十
七
条
で

「
全
体
ノ
殖
益
金
ヨ
リ
L

「
銀
行
創
業
入
費
杭
エ
地
所
家
作
年
賦
戻
ジ
人
分
」
及
び
『
割
引
費
」
す
な
わ
ち
「
銀
行
一
切
ノ
諸
経
費
説
役
員

ノ
俸
給
其
他
臨
時
賞
守
ノ
分
」

「
ヲ
引
去
リ
純
益
金
ヲ
現
ハ
シ
純
益
金
ノ
内
ヨ
リ
別
段
積
金
ヲ
取
除
ケ
残
リ
金
高
ヲ
以
テ
総
株
主
へ
割

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

四

第
五
号

四
五
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第八表 明治12年下半季国立銀行減削償却状況

| 国主五百干i開 業 日 | 周 定 資 産 名 称

戸王子下日721一家屋
高知第じ 3.15 地所家"，1十器代価

1 r地 所 代 価
東京第十五 1(10 日目 27)1I家屋土蔵代価

{十器

熊本第九 110.12.15 1型所家屋土蔵什器
申 1 ... •.••• 1 別代価

岐阜第十六 110.10. 1 I什 器

l 第十八 1 10 • 12ω I {什 器1 ，.. '..." 1 l家作土蔵

田 第十九 110.12. 8 11家作土蔵1 ••. ••. " 1 1什器

大阪第三十四:11. 4.13 1強行所有高
1 r地所

大津第六十四 111.7.2011家作土蔵

前 椿 第 三 十 九 111.11.9

鮪林第四十 1 11.11.5 

l什梧

多治見 第19十六，(12.2.14) 家作土蔵イ十梼代

土浦第五十 111.9.9 営業用什器

水戸第六十二 111.10.25 1什 器

郡 山 第 六 卜 八 1 12. l.11 1 銀行所有物

金沢第七f五 112.l.25 1銀行所有物

松江第b十九 lHEn-njJ営業用什器I ~~. ~~.~~ i 1家作

鳥取 第 八 十 二 1 11.11.24 '1 営 業用什器

大聖寺 第八十四 112. l. 4 1 営業用地所家作土
1 '..  ..'  1 蔵↑卜器

|慣却前資産額!減価償却名称

32，299.39J 

2，318.951 
3，OJO.00ヨ

26，697.965 
5，707.264 

6，500.151 

89.665 
615.792 
825.877 

1，904.000 
655.203 

3，107.082 
722.0ω 

2，110ωo 
997.259 

0 

D 

1，889.069 

92.221 

14.48ょ

936.921 

1，148.357 
343.591 
209.686 
898.247 

707.690 

地所家屋什器償却

所有物償却

所有物償却

所有物消却

所有物消却

所有勅消却

所有物償却

所有物品代価ノ内
へ消却

創業費並所有物代
ノ内消却
創業費並什~~償却

所有物消却

所有物消却

創業費及所有勃消
却
営業用什器償却

所有物消却

|償却額|備 | 

o 1 劃業入費消却

150.000 1創業入費償却

20.000 i創業入費消却 1

525.877 I創業入費消却 1

400.000 1創業入費消却

257.082 I創業入担~償却1

222.346 1創業入費消却

o I創業入費消却 1

o 1 創業入費消却

200.000 

145.000 

14.481 1創業入費消却

33.928 1創業入費消却

o 1 創業入費消却

350.000 I 

69.725 1創業入費償却

61.761 
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却
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却
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へ
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問

川

印

刷

加

法

山

一

制

仏

松

山
肌

m
w
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m
m
m
m
m
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却
問
川
一
比
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町
側
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1

1

2

4

2

5

1

一
に
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7
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:

ー
ー
ー
ー
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内
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均
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J
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日
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一m
H
同
一
川
抗
即

8
，
大
に

L
4

4
治
長
号
制
年

所
蔵
器
一

2

3
表
8
L
3

吐
一
時
明
別
期
日
制

「
一
ト
1

4

l
，
)
，
月

同
僚
川
町
一
乱
闘
叩
誌
日

G

|
|
一
己
児
一
雑
レ
号

6

一
第
融
問
済
月

μ

ー
・
一
・
企
1
経

2
第

刊
一
史
本
凹
京
坪

2

一
政
日
'
東
じ
剖

仁
|
一
肘
『
年
「
浩
4

一
治
球
日
目
立
明
与

七
一
明
和
和
布
(
ゴ

十
一
『
銀
開
銀
号

p

四
一
泊
立
』
の
羽

P

百
一
日
国
誌
他
革
、
ん

第
業
団
年
の
'
日
一

品
一
田
町
第
十
そ
日
日

死

一

八

一

月

E

一
)
)
)

川 越第八十五

大 橋第八卜七

一ノ関第八十八

盛岡第九十

福 井第九寸ニ

4 域第九十七

平戸第九十九

本 戸第百四

洋 第百五

佐 賀第百六

東 京第百十二

高松第百十四

直日第百十七

事長第百三卜三

笹 山第百三十七

」 俣第百三十八

入戸 第 百 五 十

11.12.17 

11.12. 5 

11.12.13 

11.12. 2 

11.12. 2 

11. 3.25 

12. 2.15 

11.10.22 

12. 3.11 

12.4. 1 

11.10. 8 

11.11. 6 

12. 1. 15 

所有物代価

{家匿土寵
什器
営業用什界

営業用什器
地所家作土蔵什器
創業費
所 有 物 代 価

所有物代価

所有什器

家作土蔵
{銀行千|器
家作土龍
営業用家屋

銀行所有物

什器

12.4.1I fi 掠代価

12. 6.15 I営業用什培

3. 1 I .銀行営業用什器
1 r地所

(12.5. d 1家作土蔵
~I 1什器

E現1zg草色 IIffiI制騒LヒJ1l ~士'"耀垣題号(f両極〕

2，461.992 
465.569 
134.166 
98.930 

73.418 

4，546.024 

604.268 

810.000 

却

却

却

却

却

却

償

梢

消

消

消

消

哩

費

費

費

費

型

入

入

入

入

入

入

業

業

業

業

業

業

創

創

創

創

創

創

日

日

461.992 所有物償却

所有物消却 43.362 

150.00C 所有物創業費消却

所有物消却

所有物消却

日1.827

50.000 

34.087 創業入費消却

創業入費消却

掠く十く端 111 gj 111 紙同Dit' gj-¥J 



四
八

賦
γ
」
と
規
定
し
て
い
た
が

b
、
明
治
一

O
年
上
半
季
の
第
一
同
考
一
謀
状
か
ら
明
治
一
二
年
下
半
季
の
第
六
回
考
課
状
ま
で
の
記
述
に

明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
し
に
お
付
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

巨司

四

第
五
号

よ
る
と
、
創
業
入
費
償
却
し
か
計
上
し
℃
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
後
に
は
固
定
資
産
の
減
価
償
却
を
治
と
左
っ
て
い
る
。
少
し
期
聞
が

ず
れ
る
が
、
明
治
一
五
年
上
半
季
の
第
十
一
回
考
-
謀
仰
の
「
損
益
勘
定
ノ
事
」
に
は
利
益
処
分
の
項
月
中
に
銀
行
税
白
次
陀
「
金
壱
万

五
千
円
、
所
有
物
消
却
」
が
み
ら
れ
る
一
。

と
の
よ
う
に
、
第
一
一
期
に
新
設
さ
れ
た
各
国
立
銀
行
で
同
定
資
産
の
減
価
償
却
を
回
避
し
た
も
の
は
友
〈
、
お
そ
か
れ
は
や
か
れ

「
所
有
物
償
却
」
を
R
こ
た
っ
て
い
た
か
ら
、
き
さ
に
の
ベ
た
償
却
強
制
は
ほ
ぼ
完
全
に
実
行
青
れ
た
と
い
っ
て
問
遣
い
で
は
た
い
が
、

亡
の
場
合
各
地
方
の
閏
立
銀
行
が
償
却
強
制
に
喜
ん
で
従
っ
た
の
で
は
な
い
己
と
に
件
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
固
定
資
産
の
償
却

率
を
み
て
み
る
と
、
明
治
八
年
上
半
季
か
ら
減
価
償
却
を
や
っ
て
き
た
第
一
国
守
銀
行
は
定
款
第
三
十
六
条
に
し
た
が
い
「
純
諮
金
ノ

の

-
一
ヲ
営
業
用
家
作
土
蔵
ノ
償
却
ト
ジ
テ
」
か
在
り
直
率
の
減
価
償
却
を
し
て
い
た
。
己
れ
に
対
し
、
第
二
期
に
新
設
さ

ム
五
分
ノ
一

始
定
款
(
明
治
一

O
年
一
月
)
第
三
十
七
条
に
治
け
る
「
純
益
金
高
五
十
分
ノ
一

れ
た
国
立
銀
行
白
減
価
償
却
は
、
吉
者
に
の
べ
た
よ
う
に
そ
の
大
半
が
後
期
へ
繰
延
べ
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
第
七
国
立
銀
行
の
原

〔
ヲ
〕
営
業
用
地
所
家
作
ノ
戻
ジ
金
」
と
し
て
純
益

金
を
処
分
す
べ
し
と
い
う
規
定
か
ら
も
う
か
が
え
る
上
う
に
、

比
し

τ
「
徒
ラ
ニ
割
賦
金
ノ
多
キ
ヲ
希
望
ジ
L

た
各
地
方
の
国
立
銀
行
が
政
府
の
上
か
ら
の
償
却
強
制
を
し
ぶ
し
ぶ
受
け
入
れ
た
結
果

一
般
に
よ
り
低
率
で
あ
ヮ
た
。
こ
れ
ら
の
己
と
は
い
ず
れ
も
純
益
金
に

に
外
在
、
b
た
h
で
あ
ろ
う
。

以
上
考
察
し
た
よ
ル
つ
に
、
明
治
九
年
八
月
公
布
の
改
正
国
立
銀
行
条
例
に
し
た
が
い
各
地
方
に
」
祈
設
さ
れ
た
国
立
銀
行
は
政
府
の
上

か
b
D
償
却
強
制
に
た
い
し
減
価
償
却
の
繰
延
べ
ま
た
は
償
却
率
の
引
下
げ
と
い
う
形
を
と
っ
て
抵
抗
し
つ
つ
も
、
償
却
強
制
を
は
ね

の
け
る
こ
と
な
〈
く
り
か
え
し
減
価
償
却
を
実
践
し
て
い
っ
た
。
モ
の
結
果
、
国
立
銀
行
会
計
の
中
に
減
価
償
却
が
制
度
と
し
て
定
着



し
、
次
第
に
減
価
償
却
慣
宵
が
形
成
さ
れ
て
、
減
価
償
却
実
務
が
他
の
産
業
部
門
に
散
開
す
る
橋
頭
霊
と
な
っ
た
。

ω
『
耕
一
円
融
第
一
次
報
告
引
時
七
一
一
一
辺
町
L

明
治
二
一
手
、
二
九
三
口
且
。

ω
『
明
治
財
政
史
・
第
十
三
巻
」
六
五
人
頁
。

川
川
右
同
、
六
六

O
頁。

「
大
蔵
省
ハ
「
明
治
二
二
年
一
月
に
木
文
に
そ
り
一
部
を
か
か
げ
た
〕
国
立
銀
行
報
告
差
出
方
規
則
ヲ
改
正
ジ
テ
明
治
十
三
年
十
二
月
之

ヲ
各
国
4
銀
行
一
一
通
達
シ
一
ア
翌
十
四
年
一
日
ヨ
リ
布
規
則
一
一
準
拠
シ
一
切
ノ
報
告
ヲ
差
出
ス
ヘ
キ
コ
ト
、
ナ
セ
リ
悶
来
十
八
九
年
ノ
問
該
規
則
ハ
其

効
力
ヲ
保
チ
国
立
銀
行
終
了
一
一
至
ル
マ
テ
一
度
そ
変
更
ス
ル
所
ナ
カ
リ
キ
其
改
正
規
則
」
(
「
明
治
肘
政
史
第
ぃ
l

一
‘
一
巻
』
六
六
六
頁
〕
中
心
「
利
益

金
割
合
報
告
表
」
の
制
定
は
つ

F
の
通
り
で
あ
り
、
改
正
前
の
「
半
苧
刺
益
金
割
合
報
告
」
と
く
ら
べ
て
変
っ
た
点
は
「
銀
行
税
」
と
U
う
項
目
が

付
加
わ
っ
た
り
と
、
「
所
有
物
償
却
」
と
い
う
用
需
が
「
所
有
物
鋪
却
」
に
代
っ
た
だ
け
で
あ
る
c

「
此
報
告
表
山
銀
行
ノ
損
益
ヲ
詳
明
一
一
シ
其
利
益
ノ
割
合
ヲ
顕
ハ
ス
モ
ノ
ヱ
シ
テ
其
記
載
ノ
方
法
ハ
総
テ
利
益
↑
一
属
ス
ル
そ
ノ
ハ
借
方
一
一
又
損
失

一
一
回
ス
ル
モ
ノ
ハ
官
方
ニ
記
載
ス
へ
シ
(
例
へ
山
総
勘
定
元
帳
中
刺
息
勘
定
ノ
貸
方
金
額
ハ
之
ヲ
該
哀
ノ
借
方
ニ
於
ケ
ル
利
息
ノ
口
取
一
一
又
同
勘
定

借
方
ノ
金
額
二
之
ヲ
該
表
ノ
貸
方
一
一
於
ケ
ル
利
息
ノ
口
取
ユ
記
拭
ス
ル
カ
抑
シ
)
而
シ
テ
前
半
季
繰
越
金
世
一
一
同
滞
貸
準
備
(
若
シ
之
ア
ラ
ハ
〕
ヲ

借
方
ユ
又
銀
行
税
所
有
物
鈎
却
役
員
仕
与
金
位
ニ
後
半
季
候
込
滞
貸
準
備
(
若
グ
之
ア
ラ
ハ
〕
ヲ
貸
方
ニ
記
杭
グ
了
リ
テ
年
一
方
差
引
其
波
高
ヲ
以
テ

当
半
平
純
益
金
ト
ナ
シ
此
円
ヨ
リ
積
立
金
弛
ニ
割
賦
金
ヲ
引
去
り
其
残
瀬
戸
後
半
季
繰
込
金
ト
ナ
ウ
夫

L

ニ
之
ヲ
記
載
ス
へ
シ
」
(
『
明
治
財
政
史
・
第

寸
三
巻
』
六
六
八
頁
、
傍
点
高
寺
)

川
刊
右
岡
、
六
回
入
頁
。

M
W

『
日
本
金
融
史
資
料
課
一
編
-
第
六
巻
』
昭
和
三
二
年
、
一
一
一
頁
。

ω
右
問
、
五
頁
。

の
「
銀
行
課
第
一
次
報
告
』
四

O
頁。

同
『
日
本
金
融
史
資
料
詩
編
-
第
三
巻
』
附
録
、
二
人
六
頁
。

ω
右
同
、
二

λ
六
頁
。

同
仰
『
同
羽
銀
行
六
十
年
史
』
昭
和
三
一
年
、
七
六
頁
。

明
治
前
期
の
「
国
立
耕
行
」
に
お
け
る
械
伽
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

四
h 

車
工
札
口
寸

四
九



明
治
前
期
の
「
国
立
銀
行
」
に
お
け
る
減
価
償
却
(
承
前
)

第
八
十
八
巻

一
凶
六

第
五
号

ヨヨ
仁〉

第
八
十
一
国
立
鎮
行
「
明
治
十
三
年
下
半
季
実
際
報
告
」
の
「
昔
方
」
「
作
器
八
三
五
・
五
七
五
」
に
た
い
し
「
刑
益
金
割
合
報
告
」
の
「
貸
方
」

巨
は
「
所
有
物
償
却

E
0
・
0
心
一
心
」
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
(
同
上
、
入
四
頁
)

ω
『
三
井
銀
行
八
十
年
史
し
昭
和
三
二
年
、
六
三
二
頁
。

ゆ
『
日
本
金
融
史
資
料
詰
嗣
・
第
三
巻
」
附
録
、
一
一
一
二
一
一
一
一
二
七
六
司

伺
『
三
井
舘
行
人
十
年
史
』
六
四
六
頁
。

ω
『
日
本
金
融
史
資
料
一
品
編
・
第
三
巻
』
附
録
、
二
ニ
九
頁
。

柏
村
「
四
国
銀
行
五
十
年
史
』
昭
和
二
五
年
、
四
五
頁
。

的
『
銀
行
課
弟
一
抗
報
告
」
一
三
七
頁
。

〔
追
記
〕

次
回
は
「
日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
」
を
と
り
あ
げ
る
予
定
で
い
る
。


